
①巣を取り除く
ご自宅の敷地内に巣ができてしまったら、ご自身でその巣を取り除くことも一つの
方法ですが、卵やヒナがいる場合は、法律に違反してしまいますので、許可を得た
事業者等に依頼して撤去してください。

②防鳥ネットを張る
ホームセンター等で取り扱っている防鳥ネットを軒下や戸袋などに張っておくと、
鳥が侵入しにくくなる効果があります。

③鳥が嫌がる対策グッズを設置する
忌避剤、フクロウやタカなどの天敵の模型、音や光の出る機器を設置する。
※ただし、音や光の出るものについては、近隣の方の迷惑にならないよう、ご相談
のうえ設置する必要があります。

場 所 担当窓口 連絡先（電話）

私有地・民間施設管理地 各地所有者又は管理者

公共施設 各施設へ直接問い合わせ

電柱・電線
東京電力エナジーパートナー
カスタマーセンター
NTT東日本故障受付

0120-995-007

0120-444-113

公園・道路上の樹木 浦安市みどり公園課 047-351-1111

浦安市 環境保全課 047-351-1111

ムクドリやカラスなどの野生鳥獣は一年を通して活動していますが、特
に季節が春に向かい暖かくなると、繁殖時期を迎えて、より活発に活動
するようになります。
フンや鳴き声によって迷惑に感じることもありますが、
野生鳥獣をむやみに駆除したりすることは法律で禁止されています。
（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律）

このため、ご自宅への被害を防止するには、野生鳥獣が近づかないよう
にする対策を各々がとる必要があります。

市でも野生鳥獣の駆除をすることはできません。
以下の場所について、鳥獣の被害でお困りの際は、各連絡先にご相談して
いただくようお願いいたします。


